
 

投票所のバリアフリーなど投票環境の 

改善について（案） 
 

＜今後の方向性＞ 
 

障がい者や高齢者の方々が投票しやすい環境をつくるため、次の内

容について、総務省は、４月の統一地方選挙や国政選挙に際して、各

選挙管理委員会に要請する。 

・ 投票所を設置した施設の敷地の入口から投票を記載する場所まで

の間において、支障となる段差がないか、設置したスロープの勾配

は適正か、必要な場所で人的介助を求めることができ、すぐに職員

が対応できる体制となっているかなど、障がい者や高齢者の方々の

視点に立って再度点検を行い、必要な措置を講ずる 

・ 投票所において、できる限り障がい者が利用しやすい駐車場を確

保するよう努める 

・ 投票所において、車イスや車イス用の投票記載台、点字や拡大文

字による候補者名簿、点字器、虫眼鏡、老眼鏡、文鎮など、障がい

者や高齢者の方々がより投票しやすい設備や備品を準備する 

・ 投票所において、準備している設備や備品の内容、必要とされる

方には人的介助が可能であることについて、障がい者や高齢者の方

々に周知する 

・ 自書ができない方については、代理（代筆）投票が可能であるこ

とについて、周知する 

・ 投票所において、プライバシーの確保等に留意した上で、障がい

者や高齢者の方々に親切で丁寧な応対ができるよう十分配慮する 

・ 中山間地域等における高齢者や障がい者の方々など、投票所への

移動が困難な方々の投票機会の確保に十分配慮する 
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